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平成 20 年 3 月 11 日 

内 閣 府 

 

 

全国規模の規制改革要望（もみじ月間）への取組について 

 

 

 

１． 全国規模の規制改革要望の受付け状況と対応方針 

 

○ 平成 19 年 10 月 15 日から 11 月 14 日の間、構造改革特区（第 12 次提案）

とあわせ、全国で実施すべき規制改革に関する要望を受付。 

 

＜全国規模の規制改革要望として、４６２項目（重複を除く）の要望提出あ

り。この中には、事実誤認と考えられるもの、単に税制措置を求める内容と

考えられるもの等、検討対象とならないものが４９項目含まれており、これ

らを除いた規制改革要望数は４１３項目＞ 

 

○ 平成 20 年 3 月 11 日(火) 規制改革推進本部において決定 

 

 

 

２． 実現する規制改革要望の主な事項 

 

○推進本部決定となる事項            １４項目 

〔遅くとも平成 21 年度までに具体的措置を実施するもの〕 

 

（参考） 

・上記の推進本部決定事項の他、３か年計画において措置が明示されてい

るもの、現行制度下で対応可能なもの等、要望を満たしていると考えられ

る事項が５９項目 

 

・上記の推進本部決定までには至らなかったものの、今後検討を行うこと

とされた事項が５９項目 
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＜規制改革推進本部決定となる代表例＞ 

 

 

（１）ＰＦＩ事業における要求水準書の明確化・定量化 

ＰＦＩ事業に係る入札条件で提示される要求水準について、ＰＦＩ事業

を円滑に推進する観点から、事業者（入札者）側が具体的な業務内容を想

定できるよう、要求水準の具体的な作成のあり方を示す指針を作成すると

ともに、対話方式の具体的な手順について「ＰＦＩ事業実施プロセスのガ

イドライン」に盛り込む。 

 

（２）短期商用等を目的とした短期滞在査証の申請手続における負担の軽減 

短期商用等を目的として外国人を日本に招聘する際求められる日本側招

聘機関の登記簿謄本の提出について、これを登記簿謄本に限らず、パンフ

レット等招聘機関の概要を明らかにするその他の資料の提出をも認めるよ

う措置し、また、申請者の負担軽減、サービスの向上の観点から、より一

層の申請手続きの合理化を図る。 

 

（３）成田空港における申告宛先税関の選択可能化 

同一空港に２つの税関官署がある成田空港においては、貨物の蔵置場所

にかかわらず、予め選択した税関官署に申告を行えるようにする。 

 

（４）営業所の設置等に関する事前届出制度の見直し 

機動的な店舗運営の実現と業務効率化の観点から、銀行等の営業所のう

ち出張所の設置等に関する事前届出制度を見直す。 

 

（５）企業年金の手続きの合理化・簡素化 

確定給付企業年金や確定拠出年金の規約の承認・認可における手続きに

ついて、その簡素化等について所要の措置を講じる。 

 

（６）無線従事者資格不要の無線システム(ﾗｲｾﾝｽﾌﾘｰﾗｼﾞｵ)の新規構築 

周波数再編アクションプランにおいて、廃止が検討されているアナログ

方式のパーソナル無線システムの代替手段として、個人のユーザが簡便な

手続で利用できる無線従事者資格不要の無線システムを整備する観点から、

小型の携帯無線やデータ通信等にも利用可能な利便性の高い無線通信シス

テムとして、デジタル方式の簡易無線局の導入を行うよう措置を講ずる。 


